
（１）対象施設                                 （R2.3.31 現在） 

 特定建築物及び準特定建築物1（4,831 棟）のうち、 

 現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たない施設（270 棟） 

 
 

（２）耐震化の目標 

府有建築物              令和 2 年度までに 95％以上 

 うち災害時に重要な機能を果たす建築物 平成 30 年度までに 100％ 

 

（３）耐震化の進め方 

○府営住宅は、耐震改修や建替えの事業を最重点の取組みとし、「大阪府営住宅ストッ

ク総合活用計画」に基づき、引き続き積極的に耐震化を推進する。 

○その他の一般建築物のうち、事業中及び計画策定中の建築物については、速やかに耐

震化を完了させる。事業方針が未確定の建築物については、早期事業化に向け取組む。 

 なお、「府有建築物耐震化事業計画」により個別の進捗管理を行い、早期耐震化完了

をめざす。 

○災害時に重要な機能を果たす建築物は、平成 30 年度に耐震化完了。 

○府立学校は、平成 27年度に耐震化完了。 

  

（４）耐震化率 

 

                                                   
1 準特定建築物  特定建築物以外で、下記条件を満たす施設 

            災害時に重要な機能を果たす建築物：規模関係なく全て 
            府立学校：非木造２階以上又は 200 ㎡以上 
            府営住宅：住棟 
            その他の一般建築物：福祉施設や青少年施設等、特定建築物と準じると 

判断される建築物で、原則 2階以上かつ 200 ㎡以上 

府有建築物の耐震化の取り組みについて（概要） 


